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※（　）内の数字は第4次総合計画後期基本計画の施策体系番号です。

生活基盤の豊かさ
を
実感できる
まちづくり

（Ⅶ－3）

政策判断の合理性を高める

憩いと安らぎの場の確保

市街地景観の整備

（Ⅶ-2）

育成する 住民とのコミュニケーショ
ン

環境を守る基盤と体制を整備する

計画や事業の進行管理

住民の生活基盤を整備する

（Ⅱ－1）

ゆとりや安らぎを感じる街並みをつくる

（Ⅱ－2）

国・県道の整備

町道の整備

公共交通網の整備

博多南駅前及び周辺の整備

広域行政の推進
関係団体との協調・連携を図る

（Ⅶ-6）

積極的な地域情報化を進める

（Ⅶ-1）

効率的な行政の運営と

安定的な財政を確保する

財政の適正運用

（Ⅶ－5）

下水道・水洗化

情報ネットワークの構築

業務の合理化

行政情報の提供

（Ⅰ－3）

（Ⅶ-4）

まちづくりを支える人材・組織を

誰もがわかりやすい町政運営を図る
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